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△

診療所開業時の手続き

Q:個人経営の診療所を開業することにな

ったのですが、税金関係で提出しなければな

らない書類にはどのようなものがあるのでし

ようか ｡

A:開業届、給与支払届などを提出するこ

とになります

【解説】

◎

医院を開業した場合には、次の書類を税務

署へ提出しなければなりません。

(1)個人事業の開業届出書･･開業後1カ月以内

(2)給与支払事務所等の開設届出書･･給与支払

開始後1カ月以内

(3)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申

請書･･適用を受けようとする月の前月末

(4)青色申告承認申請書･･青色申告を行う場合

には開業後2カ月以内

(5)減価償却資産の償却方法の届出書･･減価償

却の方法を選定したいときには確定申告期

限までに提出（届出のない場合は定額法と

なります）

(6)棚卸資産の評価方法の届出書･･評価方法を

選定したいときには確定申告期限までに提

出（届出のない場合は最終仕入原価法とな

ります）

(7)青色事業専従者給与に関する届出書･･青色

事業専従者に給与を支払う場合には開業後

2カ月以内

なお、都道府県の税務事務所に対しても、

事業開始の申告書を提出することになってい

ます ◎
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